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Ver.6.6の主な改修ポイント

V 6 6の改修の中心は 平成23年度税制改正に合わせた所得税申告

○所得税申告書（雑損控除等）

Ver.6.6の改修の中心は、平成23年度税制改正に合わせた所得税申告
書準備処理画面の変更です。所得税申告書は、子ども手当（平成22年度
創設）への対応等により、特に第二表を中心に大幅な様式変更が行われ
ています。

○所得税申告書（雑損控除等）
震災関連寄附に係る寄附金控除の特例の創設

○所得税申告書（各保険控除）
※入力方式の変更

○所得税申告書（配偶者扶養控除）
扶養控除の見直しと、それに関連した様式変更に伴う仕様変更

○所得税申告書（税金の計算）○所得税申告書（税金の計算）
住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例の創設
認定ＮＰＯ法人寄附金特別控除の創設
公益社団法人等寄附金特別控除の創設
震災関連寄附に係る寄附金税額控除の特例の創設
電子証明書等特別控除の見直し

○所得税申告書（所得の内訳）
様式変更に伴う仕様変更

○所得税申告書（事業専従者）○所得税申告書（事業専従者）
様式変更に伴う仕様変更

○所得税申告書（住民税・事業税）
扶養控除の見直しに関連した様式変更に伴う仕様変更

○ 所得税申告書（繰越損失） ※追加リリース予定

第四表に東日本大震災の被災者の方用の付表を追加



１ 消費税申告書の印刷処理について

１ 付表の入力値チェック追加

課税方式が簡易課税で、消費税申告書作成（付表）画面の「貸倒回収に係る消費税

額」以外の項目に金額が入力されていた場合は、以下の画面でエラーメッセージを表

示するように変更しました。

消費税申告書作成処理（付表）画面費税申 表

消費税申告書印刷画面
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２ 所得税平成２３年度税制改正対応

平成２3年度税制改正にともなう「所得税確定申告書」の変更・追加及び「所得税の確定申告書

B 第一表」、「所得税の確定申告書B 第二表」のレイアウト変更、「所得税の確定申告書B

第四表付表一・二」の追加に対応しました。

１）2011年度以降の退職区分の入力が不可となりました。

１ 退職区分の廃止

改修前

改修後
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２）以前のバージョンで2011年度以降の所得税申告書データ作成を行われている場合は、

登録ボタン押下時にクリア確認メッセージを表示するようにしました。

以前のバージョンでデータが作成されている場合

登録を押下時
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１）震災関連寄附金の項目が追加となりました。

平成23年3月11日以後に支出した国に対する寄附金や、東日本大震災により著しい

２ 震災関連寄附金項目追加

被害が発生した地方公共団体に対する寄附金、東日本大震災義援金として日本赤十

字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなどを入力します。

改修前

改修後改修後
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２）所得税の確定申告書Ｂの震災関連寄附金の項目追加に伴う記載方法の変更に伴い、

震災関連寄附金に入力がある場合、所得税の確定申告書Ｂの寄附金控除区分に1を

表示するようにしました。
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１）所得税確定申告書B第二表の扶養控除の扶養親族欄と住民税の扶養親族欄の変更に伴い、

障害者控除の入力が変更となりました。

３ 障害者区分の廃止、及び障害者控除入力欄の追加

2011年度以降、障害者区分の入力を不可とし、障害者控除欄にて障害者の氏名・人数

の入力をできるようにしました。

改修前

改修後改修後

‐10‐



２）以前のバージョンで2011年度以降の所得税申告書データ作成を行われている場合は、

登録ボタン押下時にクリア確認メッセージを表示するようにしました。

以前のバージョンでデータが作成されている場合

登録を押下時
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１）所得税確定申告書B第二表の扶養控除の扶養親族欄と住民税の扶養親族欄の変更に伴い、

2011年度以降の4行目の扶養親族の入力が不可となりました。

４ 扶養親族入力の変更

扶養親族が4人以上となる場合は、扶養控除額欄に合計金額を入力します。

改修前

改修後改修後
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２）以前のバージョンで2011年度以降の所得税申告書データ作成を行われている場合は、

登録ボタン押下時にクリア確認メッセージを表示するようにしました。

以前のバージョンでデータが作成されている場合

登録を押下時
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３）所得税確定申告書B第二表の扶養控除の扶養親族欄と住民税の扶養親族欄の変更に伴い、

16歳未満の扶養親族は住民税の扶養親族欄で入力するようにしました。

2011年度以降、所得税確定申告書において、16歳未満の扶養親族が入力されていた

場合 登録ボタン押下時にエラーメッセージを表示するようにしました場合、登録ボタン押下時にエラ メッセ ジを表示するようにしました。

登録を押下時
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５ 項目（29）区分の変更

１）項目（29）区分の入力が1の場合の名称の文言を、「投資・リース税額等」から「投

資税額等」に変更しました。

改修前

改修後
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２）項目（29）区分に1が入力され、金額が未入力の場合、登録ボタン押下時にエラー

メッセージを表示するようにしました。

登録を押下時
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１）住宅借入金等特別控除区分が追加となりました。ただし、2010年度までは使用され

ないため、入力は不可となります。

６ 住宅借入金等特別控除区分の追加

改修前

改修後
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２）住宅借入金等特別控除区分に6～8以外の値が入力された場合、登録ボタン押下時にエ

ラーメッセージを表示するようにしました。

登録を押下時
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３）住宅借入金等特別控除区分に6～8が入力され、住宅借入金等特別控除金額が未入力の

場合、登録ボタン押下時にエラーメッセージを表示するようにしました。

登録を押下時
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１）所得税確定申告書B第一表の政党等寄附金特別控除区分の追加に伴い、政党等寄附金

特別控除区分が追加となりました。なお、区分に「１」を入力するのは、寄附金特

７ 政党等寄附金特別控除区分の追加

別控除に該当する金額がある場合となります。ただし、2010年度までは使用されな

いため、入力は不可となります。

改修前改修前

改修後改修後
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２）政党等寄附金特別控除区分に1以外の値が入力された場合、登録ボタン押下時にエ

ラーメッセージを表示するようにしました。

登録を押下時

‐21‐



３）政党等寄附金等特別控除区分に1が入力され、政党等寄附金等特別控除金額が未入力の

場合、登録ボタン押下時にエラーメッセージを表示するようにしました。

登録を押下時
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１）所得税確定申告書B第二表の所得の内訳の変更に伴い、6行目の内訳の入力が不可とな

りました。

８ 所得の内訳の変更

改修前改修前

改修後
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２）以前のバージョンで2011年度以降の所得税申告書データ作成を行われている場合は、

登録ボタン押下時にクリア確認メッセージを表示するようにしました。

以前のバージョンでデータが作成されている場合

登録を押下時
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１）所得税確定申告書B第二表の事業専従者に関する事項の変更に伴い、3行目の専従者の

入力が不可となりました。

９ 事業専従者に関する事項の変更

改修前

改修後
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２）以前のバージョンで2011年度以降の所得税申告書データ作成を行われている場合は、

登録ボタン押下時にクリア確認メッセージを表示するようにしました。

以前のバージョンでデータが作成されている場合以前のバ ジョンでデ タが作成されている場合

登録を押下時
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3）青色申告決算書の専従者に3名以上の登録がある場合、「明細は青色申告決算書を参照

してください。」と記載され、専従者全員の合計された専従者給与（控除）額が表示

されます。

印刷
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１）所得税確定申告書B第二表の扶養控除の扶養親族欄と住民税の扶養親族欄の変更に伴い、

16歳未満の扶養親族を入力するため、扶養親族1～3の入力欄が追加となりました。

１０ 扶養親族入力欄の追加

ただし、2010年度までは入力しないため、入力不可となります。

改修前

改修後改修後
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３ 所得税確定申告書（収入・所得）の変更

１ 不動産所得における金額への対応

１）青色申告決算書で土地等を取得するために要した負債の利子の額が入力されており、

不動産所得がマイナスの場合は警告メッセージを表示するようにしました。

警告メッセージが表示される
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２ 不動産所得における金額のチェック

１）登録時の不動産所得金額の入力欄の金額と、青色申告書で作成した不動産金額がマイ

ナスの場合で負債の利子額がある場合の算出金額が異なる場合にエラーとするようナスの場合で負債の利子額がある場合の算出金額が異なる場合にエラ とするよう

チェックを強化しました。

入力した不動産所得金額と
異なる

登録を押下時
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４ 所得税確定申告書（各保険控除）の変更

地震保険料と旧長期損害保険料の入力欄を つにし つの契約で地震保険と旧長

１ 地震保険料控除の入力欄の変更

地震保険料と旧長期損害保険料の入力欄を一つにし、一つの契約で地震保険と旧長

期損害保険の両方を入力できるように変更し、確定申告書第二表に記載される地震保

険料と旧長期損害保険料の計を表示するように変更しました。

また、入力欄にある注意書きの一部も変更しました。

変更前

変更後

地震保険料と旧長期損害保険料の入
力欄を一つにし 一つの契約で地震力欄を一つにし、一つの契約で地震
保険と旧長期損害保険の両方を入力
できるように変更

申告書に記載される保険料の計を表示

‐31‐

注意書きの一部を変更



５ 所得税確定申告書（配偶者扶養控除）の変更

１ 障害者控除額、扶養控除額における入力チェック

１）扶養親族１～４に入力があり、障害者控除額または扶養控除額に金額が入力されてい

る場合、エラーメッセージを表示するようにしました。

扶養親族１～４に入力があり、
障害者控除額または扶養控除
額に金額が入力されている

登録を押下時
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６ 所得税平成２３年度震災対応

１）2011年度から、東日本大震災による損失申告かどうかを選択可能としました。

１ 被災者損失申告有無の選択 追加リリース予定部分です。

改修前

改修後
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２）2011年度で東日本大震災の被災者用損失申告のチェックをつけて作成処理や印刷を

行った後、被災者の方のチェックを外して「所得税確定申告書作成処理」「所得税確

定申告書印刷」のボタンを押下した場合、被災者の損失申告情報のクリア確認メッ

セージを表示するようにしましたセ ジを表示するようにしました。

一度チェックを付けて作成
処理や印刷を行った後、
チェックを外す

所得税申告書作成処理、または所得税申告書作成処理、または
所得税申告書印刷を押下時
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３）2011年度に東日本大震災の被災者用の損失申告のチェックをつけて作成処理や印刷

を行った場合、2012年度以降に「所得税確定申告書作成処理」「所得税確定申告書

印刷」を押下した場合、エラーメッセージを表示するようにしました。

所得税申告書作成処理、または
所得税申告書印刷を押下時

‐35‐



１）所得税申告書選択画面で、東日本大震災の被災者用の損失申告にチェックをつけた場合、

繰越損失画面を被災者専用に切り替えます。

２ 被災者繰越損失画面の追加 追加リリース予定部分です。
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１）2011年度に東日本大震災の被災者用損失申告にチェックを付けた場合、被災者損失

申告であることがわかるように画面の文言を切り替えて表示します。

３ 所得税確定申告書印刷の変更 追加リリース予定部分です。

被災者用以外

被災者用

‐37‐

※ 第四表の印刷を行った場合、被災者以外は第四表（一）、第四表（二）の２帳票が出力さ

れます。被災者は上記に加え、第四表付表（一）、第四表付表（二）の計４帳票が出力さ

れます。



２）所得税申告書印刷ボタン押下時に、下記項目のチェックを行い、該当項目のエラー

メッセージを表示するようにしました。

・所得の内訳の内訳6に入力がある。

・事業専従者の専従者3に入力がある事業専従者の専従者3に入力がある。

・配偶者控除、扶養控除の扶養親族4に入力がある。

所得税申告書印刷を押下時
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３）所得税申告書印刷ボタン押下時、寄附金控除額、寄附金特別控除額のチェックを行い、

両方入力されている場合、印刷を行うかの確認メッセージを表示するようにしました。

所得税申告書印刷を押下時
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４）2011年度の東日本大震災の被災者用損失申告をチェックした場合、下記の項目に対

してチェックを行い、該当する場合、印刷を行うかの確認メッセージを表示するよう

にしました。

・Aが0以上の場合、B＋Cがゼロ以外の場合

・Aが0未満、 B＋Cがゼロの場合

・Aが0未満、 B＋CがAより大きい場合

A）損益通算の計算で求めた損失金額（青色申告者の損失金額）

B）被災者用繰越損失画面：青色申告者の損失の金額の合計

C）被災者用繰越損失画面：居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額C）被災者用繰越損失画面：居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額

所得税申告書印刷を押下時
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５）2011年度に東日本大震災の被災者用損失申告にチェックを付けた場合、

所得税申告書印刷ボタン押下時にチェックを行い、

以下のメッセージについて被災者損失申告とわかる文言に切り替えました。

・第四表 と損益通算の計算書が同時にチェックされている場合第四表 と損益通算の計算書が同時にチェックされている場合

・翌年に繰り越す損失額があり、第四表がチェックされていない場合

・第四表 と損益通算の計算書が同時にチェックされている場合

被災者以外用

被災者

・翌年に繰り越す損失額があり、第四表がチェックされていない場合

被災者用

被災者以外用

被災者用
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被災者用
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記載されている内容は、本書発行時点におけるものです。記載されたすべての情報について

その正確性を保証するものではありません。


